
じどうし e て

る。しかし政府が元受保険責任の 6 倒を再保険し，最終的危険

負担を行う。いわゆる国営再保険市場に泌するからである。

なお一部例外的に自家保険の途をも 1m く。つぎに加害者不明

の事故による被智者に対しては， 政府が加IID者に代って賠償す

るものとし，必要経到の一部を国mïで負担する@

本制度は昭和 30 ・ 7 ・ 29 法律第 97 号で公布された。(山上孝史)

じどうし 々 ていとうぼう 自動車抵当法車両の更新および

自動111巡送事業の財務の健全化を促進するため，自動車につい

て新たに抵当権の設定を認めた法律(昭和 26 年法律 187 号)。

目的となる自動車は，道路運送車両法(昭和 26 年法律~; 185 号)

による主主録をうけた自動車で，建設機械抵当法(昭和 29 年法律

第 97 号)で規定する特殊自動車以外のものである。自動車の抵

当権の得喪変更の対抗主要件として，自動111号室録原簿への登録が

規定されている。抵当権の内容 ・ 効力および消滅については，

民法の抵当権の場合とほほ・同様であるが， 対抗裂件としての自

動車登録原簿への登録( 5 条)，抵当栴と先取特権とのl順位の法

定 (11 条)，抵当自動車のまっ消主主録の場合の抵当権者への通知

(16 条)，自動車についての質権設定の楽J.I: (20 条)および民法

の転抵当， 抵当権の順位の譲渡またはほう楽の制度，機(てき)

除制度等を援用しない点等が若干24な っている。怒当権の笑行

については，道路運送車両法および建設機械抵当法にもとづく

自動車および建設線級競売規則が定められている。(石月昭二)

じど う し 々 てにもつうんちんりょう きん 自動車手荷物運

賃料金 (国鉄の)

国鉄自動車線においては，駅員のいない駅が大部分であるの

で，車掌が取扱う有料手回り品として述ばれるものが多く ， 手

荷物の取級数は制合に少ない。 これらの手荷物の 98% までが

鉄道 ・ 航路にまたがって運送されるもので，自 ifljjJlI線内相互の

ものは僅少である。したがって鉄泊との隙Iiill性からその延長と

して，鉄道とま ったく同じ制度により取扱われている。 すなわ

ち旅客は，乗車券(定期乗車券を除く)を駅で盈示して，その発

費区間内を携干11 品 3 個まで手荷物として託送できる。手荷物と

して取扱うことのできる荷物の数量の衡問・性質上禁止してい

る物品は，鉄道と同様である。

1 運賃

国鉄自動車は創業時は鉄道と同一であ っ たが， 昭和 24 ・ 10有

料手回り品制度の突施に伴ない，手回り Jla持込料との均衡を考

慮して，下記のよ うに改められ今 日に至っている。

旅客 1 人の託送する手荷物の重量が 30kg をこえなし 、 とき

(1) 同一自動車線の駅に相互発;i'Jするもの 巡送距離の遠近

にかかわらず 50 円。

(2) 自動車線と鉄道(航路を含む)とにまたがるもの(鉄道の

みのものと同一)運送距離の遠近にかかわらず 115 円 。

2 料金

手荷物関係の料金としては， 小荷物と 同様，配達料，保管料

等の料金があり，鉄道と同一である。一一」手荷物。荷物の配達。

荷物賭料金。(井上栄一)

じどうし 々 どう 自動車道 普通には自動車の通行する道路
と L、う意味てe使われている用語であるが， 法制上は道路運送法

の規定により，いわゆる自動車専用道路という窓'*に用いられ，

自動車以外のものの交通には供されない?むをいう。自動車道に

は尊用自動車道 と一般自動車道とがある。専用 自動車道とは，

自動車運送事業者が， その事業用自動車の専用に供することを

目的として設けた道であって，その道路は自動車運送事業用の

固定資産をなすものである。専用自動車道はその開設の主体が

自動車運送事業者にかぎられていることおよび供用の対象がそ

の巡送事業者の事業用自動車にかぎられているのが特色である。

一般自動車道とは専用自動車道以外の自動車道をいい， その供

用は一般の自動車を対象としており ， 有料道路 (toll road, turnｭ

pike) として供用されるのが普通である。有料道路として法制

化されたものには，前記の一般自動車道のように自動車のみを

対象として通行料金を徴収するものと ， 国道 ・ 都道府県道 ・ 市

旧J村道のうち，選定された特定の区間(橋 ・ 波船・ト Y 不ノレ等

を含む)において，自動車およびその他の諸事，特別な鳩合に

は人からも通行料金を徴収するものとがある。(消水武志)

じどうし e どうじぎ ょ うきそく 自動車道事業規則 自動

車道事業(一般自動車道を開設して，それをもっぱら自動車の

交通の周に供する事業)に関する免許・許可 ・ 隠可等泊路巡送

法に規定する事項の申請手続・報告 ・ 届出の手続，ならびにそ

れらの処]lJ!嬰領あるいは一般自動車道の工事方法等について規

定した述愉省建設省の共同省令(昭和 26 年運輸省 ・ 建設省令第

2 号)である。(消7.K武志)

じどうし 々 のうんちんせいど 自動車の運賃制度 自動車

運送事業はすべて有償である。有償とは，自動車巡送または付

帯サービスの利用に対する反対給付を意味するものであって，

この反対給付を五mあるいは料金と称している。これらの巡f't

および料金はこの事業の公共的性格から， 一般国民生活に与え

る彫欝が霊大であるから，これを自由に放任することはできな

い。よって自動JII運送事業を経営する者は，運賃 ・ 料金の設定

または一度定めた運賃 ・ 料金を値上げしたり値下げしたりする

ような変更も，巡輸大臣の認可を受けなければならないことに

な っ ている。

運輸大臣は巡f'(ま たは運輸に関する料金の設定または変更の

認可申計iがあった場合は， つぎのような認可基準によ って審査

をして ， !t~可の可否を決定するものである。したがって爽施巡

貨は常に惚可基準の内経が盛り込まれているものと考えてさし

っかえない。

認可基準の内容は，つぎの通りである。

l 迷f'(および料金は本事業の公共性にかんがみて，その健

全な発達をはかるため能率的な経営を基礎として，適正な原価

と適正な幸11澗を含める。この能率的な経営とは， 必ずしも事業

者側々の経営の突休そのままの原価を基礎とせず，その地区の

地勢あるいは経済の状況，経営規篠，経営の合理性等を，基準

的に原知liの内容として考慮することを意味しているもので，適

正な利ìl~1については，自由経済情勢下における資本!汲収の一手

段として， その時々の状況に応じ運賃 ・ 料金の l京 liIIi として考慮

されるものであ っ て ， 現在は 1 割程度の凱当額を認めている。

2 自動車巡送事業者はすべての利用者に対して，公平にサ

ービスの提供を仔わなければならないものであるから，巡賃 ・

料金の定めブJについても，差別的にわたるものはいけないこと

としている。

貨物自動車について大口需要者と，一時かぎりの需要者とを

差別するよ うなも のは適当ではない。ただし社会通念上\l:~引す

ることが妥当と考えられているもの， 例えば旅客自動車につい

ては，通勤者 ・ 通学者 ・ 回数券の割引等，貨物自動車について

も国民生活上必需品について割引制度を設けることは差別的な

運賃とは考えられていない。

3 迎賃 ・ 料金の例成要素として， 原価主談以外に利用者の

負担力をも考慮しなければならないこと主し，自動車の運賃 ・

料金は，原自由主義と負担力主義を折中することが合]lJ!的である。

したが っ て輸送需要の稀薄な地区における運賃 ・ 料金は， こ

れらの利用者の負担カを勘案して，原1面積上計算以下の低率五E
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